
船舶事故調査報告書 

 

                               平成２３年２月２４日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決           

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２２年７月１４日 １６時２３分ごろ 

発生場所 石川県珠洲
す ず

市折戸町狼煙
のろし

漁港（折戸地区）の波除堤先端付近 

 禄剛埼
ろくこうさき

灯台から真方位２７３°１.８３海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３７°３１.８′ 東経１３７°１７.３′） 

事故調査の経過  平成２２年１０月１５日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報  

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

Ａ 漁船 第２福寿
ふくじゅ

丸、１.１トン 

   ＩＫ３－１８１８５（漁船登録番号）、個人所有 

   ６.２７ｍ（Lr）×２.０８ｍ×０.７９ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関（船外機）、３０kＷ（漁船法馬力数）、昭和５８年４月

Ｂ 漁船 金
きん

要
よう

丸、０.９４トン 

   ＩＫ３－９８０７（漁船登録番号）、個人所有 

   ６.００ｍ（Lr）×１.４１ｍ×０.５１ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数１０、昭和５０年４月２０日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長 男性 ７５歳 

    一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免 許 登 録 日 昭和５０年１１月７日 

    免許証交付日 平成２２年８月３日 

           （平成２８年７月２日まで有効） 

Ｂ 船長 男性 ７１歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免 許 登 録 日 平成１６年４月２８日 

    免許証交付日 平成２０年９月１日 

           （平成２６年４月２７日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷船首部に擦過傷 

Ｂ 左舷船首部の揚網機に損壊等 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、定係地である狼煙漁港（折戸地区）

（以下「折戸地区」という。)に入航するため、折戸地区の北防波堤と波除

堤との間の出入口（以下「折戸地区の出入口」という。)に向けて航行した。 

 

船長Ａは、右舷船尾に座って船外機を操縦し、Ａ船の右舷側に並んで入

航する漁船がいたので、同船に接近しないように左舷前方の波除堤先端に

寄った針路とし、時速約１０km/h の速力（対地速力、以下同じ。）で西進

した。 
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船長Ａは、波除堤先端付近を航行中、衝突直前に船首方至近に波除堤の

内側から東進してきたＢ船を視認したが、平成２２年７月１４日１６時２

３分ごろ、波除堤先端から北北東７ｍ付近において、Ａ船の右舷船首部と

Ｂ船の左舷船首部とが衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組んで波除堤付近の定係地を発し、船長Ｂ

が、船体中央付近に立って舵柄により操船し、波除堤の近くをこれに沿っ

て時速約４km/hの速力で折戸地区の出入口に向けて北進した。 

船長Ｂは、波除堤先端を右舷側至近に見て右転中、衝突直前に船首方至

近に波除堤の外側から西進してきたＡ船を視認したが、Ａ船と衝突した。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南南西、風力 ２、視界 良好 

海象：穏やか、潮汐 下げ潮の初期、潮高 約４６cm 

 その他の事項 折戸地区の波除堤は、幅約２.４ｍ、長さ約４０ｍ及び最低水面からの高

さが約２.４ｍのコンクリート製の構造物とその東側（外側）に消波ブロッ

クを積んだもので、陸岸から北方に延びており、波除堤の北方に東西に延

びる北防波堤との間の開口部が折戸地区の出入口となっている。 

Ａ船及びＢ船は、波除堤の反対側を航行していたことから、互いに相手

船を視認することができなかった。 

 Ａ船及びＢ船は、汽笛を装備しておらず、船首部には、いずれも航海灯

や作業灯を備えた高さ約２ｍの柱があった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 Ａ船は、折戸地区の出入口に向けて西進中、船

長Ａが、Ａ船の右舷側に並んで入航する漁船がい

たので、同船に接近しないように左舷前方の波除

堤先端に寄った針路で航行し、波除堤の内側から

出航するＢ船に気付かなかったことから、Ｂ船と

衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、折戸地区の出入口に向けて北進中、船

長Ｂが、波除堤の近くをこれに沿って航行し、波

除堤の外側から入航するＡ船に気付かなかったこ

とから、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

Ａ船及びＢ船は、波除堤の反対側を航行してい

たことから、互いに相手船を視認することができ

なかったものと考えられる。 

 Ａ船及びＢ船は、折戸地区の出入口付近を航行

する際、互いに相手船から早期に視認できるよう

に波除堤から離れて航行すれば、本事故の発生を

防止することができた可能性があると考えられ

る。 

原因  本事故は、折戸地区の出入口付近において、Ａ船が入航中、Ｂ船が出航

中、両船が、波除堤に接近して航行したため、互いに相手船を視認するこ

とができずに航行し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられ

る。 

 




